
新旧対照表 
○小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱（抜粋） 

 新 旧

 小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱 

第１～第５　略 

第６　支給認定の申請 

１　支給認定の申請の手続き 

(１)　略 

　(２)　支給認定を受けようとする申請者は、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書（新規・更新・変更）（様式第１

号。以下「支給認定申請書」という。）に、次の①から③までの書類を添付の上、高知県（以下「県」という。）

に申請するものとする。なお、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25

年法律第27号）に基づく情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携（以下「マイナンバー情報連携」とい

う。）等を活用することにより確認できるものについては、添付を省略することができる。 

①指定医が作成した医療意見書 

 

 

②世帯調書（様式第２号） 

③支給認定に係る小慢児童等の属する支給認定世帯の所得の状況等が確認できる資料 

　　　　（例） 

・市町村民税の課税状況が確認できる資料 

・被保護者（生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第１項に規定する被保護者をいう。）又は支援給付（中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律（平成６年法律第30号。以下「中国残留邦人等自立支援法」という。）第14条に規定する支援給付をいう。）

を受けている者であることが確認できる資料 

・市町村民税非課税世帯については受給者に係る収入の状況が確認できる資料 

２　重症患者区分の認定の申請の手続き 

　　重症患者区分の認定を受けようとする申請者又は受給者は、重症患者認定申告書（様式第３号）に、次の①又は②の

書類を添付の上、県に申請するものとする。 

　①・②　略 

３　人工呼吸器等装着者区分の認定の申請の手続き 

　人工呼吸器等装着者区分の認定を受けようとする申請者又は受給者は、医師が診断書欄を記載した人工呼吸器等装着

者証明書（様式第４号）により県に申請するものとする。 
　　なお、この人工呼吸器等装着者証明書を医療意見書の別紙とし、医療意見書と一連の書類とすることができるものと

する。 

４　略 

第７　支給認定 

　１　支給認定 

　　(１)　県は、申請者からの支給認定の申請を受理したときは、速やかに小児慢性特定疾病医療費を支給する旨の認定を

するものとする。 

なお、支給認定をしないこととするときは、あらかじめ、法第19条の４第１項に規定する小児慢性特定疾病審査

会（以下「審査会」という。）に審査を求めなければならないものとする（「第15　審査会」参照）。 

おって、支給認定をしないことと判断した場合は、当該申請者に対して、支給認定をしない旨の通知書（様式第

５号）を交付するものとする。 

　　(２)　県は、支給認定をしたときは、速やかに、第11に基づき適用となる指定小児慢性特定疾病医療支援に係る自己負

担上限月額を記載した受給者証（様式第７号）を受給者に交付するものとする。また、指定小児慢性特定疾病医療

支援に係る自己負担額を管理するため、自己負担上限額管理票（様式第８号。以下「管理票」という。）を受給者

に交付する。 

　　(３)　略 

　　(４)　受給者から受給者証の再交付（様式第11号）の申請があったときは、受給者証を再交付することとする。 

また、受給者証を紛失した者に対しては、再交付の後に失った受給者証を発見したときは速やかに再交付前の受

給者証を県に返還しなければならない旨を申し添えるものとする。  

(５)　支給認定に係る小慢児童等が治癒、死亡等の理由により小児慢性特定疾病医療支援を受ける必要が無くなったと

小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱 

第１～第５　略 

第６　支給認定の申請 

　１　支給認定の申請の手続き 

　　(１)　略 

　(２)　支給認定を受けようとする申請者は、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書（新規・更新・変更）（様式第１

号。以下「支給認定申請書」という。）に、次の①から④までの書類を添付の上、高知県（以下「県」という。）

に申請するものとする。なお、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25

年法律第27号）に基づく情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携（以下「マイナンバー情報連携」とい

う。）等を活用することにより確認できるものについては、添付を省略することができる。 

①指定医が作成した医療意見書 

②医療保険上の所得区分に関する情報を受診者の加入する医療保険の保険者が高知県知事（以下「知事」という。）

に情報提供することに同意する旨の書類（同意書）（様式第２号） 

③世帯調書（様式第３号） 

④支給認定に係る小慢児童等の属する支給認定世帯の所得の状況等が確認できる資料 

（例） 

・市町村民税の課税状況が確認できる資料 

・被保護者（生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第１項に規定する被保護者をいう。）又は支援給付（中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号。以下「中国残留邦人等自立支援法」という。）第14条に規定する支援給付をいう。）

を受けている者であることが確認できる資料 

・市町村民税非課税世帯については受給者に係る収入の状況が確認できる資料 

　２　重症患者区分の認定の申請の手続き 

　　　重症患者区分の認定を受けようとする申請者又は受給者は、重症患者認定申告書（様式第４号）に、次の①又は②の

書類を添付の上、県に申請するものとする。 

　　①・②　略 

３　人工呼吸器等装着者区分の認定の申請の手続き 

　人工呼吸器等装着者区分の認定を受けようとする申請者又は受給者は、医師が診断書欄を記載した人工呼吸器等装着

者証明書（様式第５号）により県に申請するものとする。 
　　なお、この人工呼吸器等装着者証明書を医療意見書の別紙とし、医療意見書と一連の書類とすることができるものと

する。 

４　略　 

第７　支給認定 

　１　支給認定 

　　(１)　県は、申請者からの支給認定の申請を受理したときは、速やかに小児慢性特定疾病医療費を支給する旨の認定を

するものとする。 

なお、支給認定をしないこととするときは、あらかじめ、法第19条の４第１項に規定する小児慢性特定疾病審査

会（以下「審査会」という。）に審査を求めなければならないものとする（「第15　審査会」参照）。 

おって、支給認定をしないことと判断した場合は、当該申請者に対して、支給認定をしない旨の通知書（様式第

６号）を交付するものとする。 

　　(２)　県は、支給認定をしたときは、速やかに、第11に基づき適用となる指定小児慢性特定疾病医療支援に係る自己負

担上限月額を記載した受給者証（様式第８号）を受給者に交付するものとする。また、指定小児慢性特定疾病医療

支援に係る自己負担額を管理するため、自己負担上限額管理票（別紙様式第９号。以下「管理票」という。）を受

給者に交付する。 

　　(３)　略 

　　(４)　受給者から受給者証の再交付（様式第12号）の申請があったときは、受給者証を再交付することとする。 

また、受給者証を紛失した者に対しては、再交付の後に失った受給者証を発見したときは速やかに再交付前の受

給者証を県に返還しなければならない旨を申し添えるものとする。  

(５)　支給認定に係る小慢児童等が治癒、死亡等の理由により小児慢性特定疾病医療支援を受ける必要が無くなった　



 き、受給者が他の都道府県等に転出したとき、その他県等において支給認定を行う理由が無くなったときは、県は、

受給者に対して、速やかに受給者証を返還するよう求め、転帰届（様式第10号）を提出させるなど適切に対応する

ものとする。 

　２　略 

第８　支給認定世帯 

１～６　略 

　７　加入している医療保険が変更となった場合など支給認定世帯の状況が変化した場合は、受給者は、医療受給者証等記

載事項変更届（様式第６号。以下「記載事項変更届」という。）に、新たな医療保険の資格情報が確認できる資料等必要

な書類を添付の上、速やかに県に届出するものとする。なお、マイナンバー情報連携等を活用することにより確認でき

るものについては、添付を省略することができる。支給認定世帯の状況の変化に伴い支給認定の変更の認定が必要な場

合には、別途、支給認定の変更の申請が必要となる点に留意するものとする（「第９　支給認定の変更」参照）。 

第９　支給認定の変更 

　１　略 

　２　県は、１により自己負担上限月額の変更の必要があると判断した場合は、支給認定の変更の申請を行った日の属する

月の翌月の初日から新たな自己負担上限月額を適用するものとし、１の申請を行った受給者に対して、新たな階層区分

と自己負担上限月額を記載した受給者証を交付するものとする。また、必要に応じ、新たな自己負担上限月額を記載し

た管理票を交付するものとする。 

なお、自己負担上限月額の変更の必要がないと判断した場合は、１の申請を行った受給者に対して、支給認定の変更

の認定を行わない旨の通知書を交付するものとする。 

　３・４　略 

第10～第15　略 

第16　その他 

　１　略 

　２　指定医療機関 

　　　高知県知事（以下「知事」という。）は、指定医療機関について一覧を作成し、公示するものとする。 

　　　また、指定医療機関に異動（新規指定や廃止等）のあった場合には、異動のあった指定医療機関の一覧を公示すると

ともに、社会保険診療報酬支払基金高知支部及び高知県国民健康保険団体連合会に送付するものとする。 

３・４　略 

　５　償還払い 

　　　受給者等が小児慢性特定疾病医療費に該当する費用を指定医療機関に支払ったときは、受給者等の支払った費用を小

児慢性特定疾病医療費として充当し、受給者等はこの費用を給付申請書（様式第12号）に、次の①から④までの書類を

添付の上、知事に請求することができるものとする。 

　　①請求する月分の「自己負担上限額管理票」の写し 

　　②小児慢性特定疾病医療費療養証明書（様式第13号） 

　　③領収書の原本 

　　④高額療養費の対象となった場合は、それを証明する書類 

この場合において、知事はその内容を審査の上、適正であると認められる額について、受給者等に対して直接支払う

ものとする。 

　６　医療意見書 

小児慢性特定疾病医療費の支給認定の申請書に添付する医療意見書については、小児慢性特定疾病対策のポータルサ

イト「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページに掲載しているので、これを活用するものとする。 

　　また、医療意見書の内容については、小児慢性特定疾病の治療研究の推進のためのデータベースに登録することとす

るため、小慢児童等のデータの登録について小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における医療意見書の研究利用 

　についての同意書（様式第９号）により小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者の同意を得るようにするものとす 

　る。 

　なお、この同意の有無が支給認定の認否に影響を及ぼすものではないことに留意するものとする。 

（参考）小児慢性特定疾病情報センター（https://www.shouman.jp/） 

７・８　略 

 

 

 

とき、受給者が他の都道府県等に転出したとき、その他県等において支給認定を行う理由が無くなったときは、県

は、受給者に対して、速やかに受給者証を返還するよう求め、転帰届（様式第11号）を提出させるなど適切に対応

するものとする。 

２　略 

第８　支給認定世帯 

　１～６　略 

　７　加入している医療保険が変更となった場合など支給認定世帯の状況が変化した場合は、受給者は、医療受給者証等記

載事項変更届（様式第７号。以下「記載事項変更届」という。）に、新たな医療保険の資格情報が確認できる資料等必

要な書類を添付の上、速やかに県に届出するものとする。なお、マイナンバー情報連携等を活用することにより確認で

きるものについては、添付を省略することができる。支給認定世帯の状況の変化に伴い支給認定の変更の認定が必要な

場合には、別途、支給認定の変更の申請が必要となる点に留意するものとする（「第９　支給認定の変更」参照）。 

第９　支給認定の変更 

　１　略 

　２　県は、１により自己負担上限月額の変更の必要があると判断した場合は、支給認定の変更の申請を行った日の属する

月の翌月の初日から新たな自己負担上限月額を適用するものとし、１の申請を行った受給者に対して、新たな階層区分

と自己負担上限月額を記載した受給者証を交付するものとする。また、必要に応じ、新たな自己負担上限月額を記載し

た自己負担上限月額管理票（様式第９号。以下「管理票」という。）を交付するものとする。 

なお、自己負担上限月額の変更の必要がないと判断した場合は、１の申請を行った受給者に対して、支給認定の変更

の認定を行わない旨の通知書を交付するものとする。 

３・４　略 

第10～第15　略 

第16　その他 

　１　略 

　２　指定医療機関 

　　　知事は、指定医療機関について一覧を作成し、公示するものとする。 

　　　また、指定医療機関に異動（新規指定や廃止等）のあった場合には、異動のあった指定医療機関の一覧を公示すると

ともに、社会保険診療報酬支払基金高知支部及び高知県国民健康保険団体連合会に送付するものとする。 

３・４　略 

　５　償還払い 

　　　受給者等が小児慢性特定疾病医療費に該当する費用を指定医療機関に支払ったときは、受給者等の支払った費用を

小児慢性特定疾病医療費として充当し、受給者等はこの費用を給付申請書（様式第13号）に、次の①から④までの書類　

を添付の上、知事に請求することができるものとする。 

　　①請求する月分の「自己負担上限額管理票」の写し 

　　②小児慢性特定疾病医療費療養証明書（様式第14号） 

　　③領収書の原本 

　　④高額療養費の対象となった場合は、それを証明する書類 

この場合において、知事はその内容を審査の上、適正であると認められる額について、受給者等に対して直接支払う

ものとする。 

　６　医療意見書 

小児慢性特定疾病医療費の支給認定の申請書に添付する医療意見書については、小児慢性特定疾病対策のポータルサ

イト「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページに掲載しているので、これを活用するものとする。 

　　　また、医療意見書の内容については、小児慢性特定疾病の治療研究の推進のためのデータベースに登録することとす

るため、小慢児童等のデータの登録について小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における医療意見書の研究利用

についての同意書（様式第10号）により小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者の同意を得るようにするものとす

る。 

　　　なお、この同意の有無が支給認定の認否に影響を及ぼすものではないことに留意するものとする。 

（参考）小児慢性特定疾病情報センター（https://www.shouman.jp/） 

７・８　略 

 

 

 



 附則 

この要綱は、平成27年１月１日から施行する。 

　略 

附則 

この要綱は、令和７年７月３日から施行し、同年６月１日から適用する。 

 

附則 

１　この要綱は、令和８年３月２日から施行し、同月１日から適用するものとする。 

２　従前の様式による用紙が現にある場合は、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。 

 

 

別表１・２　略 

様式第１号　略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則 

この要綱は、平成27年１月１日から施行する。 

　略 

附則 

　この要綱は、令和７年７月３日から施行し、同年６月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

別表１・２　略　 

様式第１号　略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

様式第２号～第５号　略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号　同意書　略 

様式第３号～第６号　略 
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